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令 和 ６ 年 度 
 

東京都北区一般会計補正予算（第４号） 

 

 

 令和６年度東京都北区の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（債務負担行為の補正） 

第１条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、「第１表債務負担行為補正」による。 

 

令和６年９月３０日提出         

東京都北区長  山 田 加 奈 子  

 

  

－　7　－



 
  

－　８　－

第１表　債務負担行為補正

(単位：千円)

事 項

１　変更

変 更 前 変 更 後

児童相談所等複合施設建設工
事

期 間 期 間

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

限 度 額 限 度 額

4,552,511 5,179,484
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（変  更

児童相談所等複合 　（変更後） （変更後）

施設建設工事 5,179,484 　　 － 5,179,484

　（変更前） （変更前）

4,552,511 － 4,552,511－ 令和7年度

～

令和8年度

金　　額

－ 令和7年度

～

令和8年度

債務負担行為で当該年度以降

事　　　　項 限　度　額

前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の

支 出 （ 見 込 ） 額 支 出 予 定 額

期　　間 金　　額 期　　間
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 分）

　　その１　　　(単位：千円）

国・都支出金 地　方　債 そ　の　他

（変更後） （変更後） （変更後） （変更後）  １　変更理由

1,528,512 2,738,000 911,000 1,972  　　建築資材等の高騰等による工事費

 　　単価の上昇のため

（変更前） （変更前） （変更前） （変更前）

1,578,599 2,230,000 742,000 1,912

の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳

説　　　　　　　　明特 定 財 源
一般財源
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